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（令和 8 年 4 月 1 日以降適用） 

公共建築設計業務委託特記仕様書（Ｒ８改訂） 

【新築工事、改修（耐震診断・改修除く）工事設計業務委託用】 

 

Ⅰ 業務概要 

１．業務の名称：（仮称）観光交流センター整備事業基本設計業務 

２．計画施設概要 

本業務の対象となる施設の概要は次のとおりとする。 

（１）施設の名称：（仮称）観光交流センター 

（２）敷地の場所：岩国市 岩国一丁目 地内 

（３）施設の用途：観光交流センター 

３．適用 

   本特記仕様書に記載された特記事項については、☑で付したものを適用する。 

 ４．設計条件 

 （１）敷地の条件 

イ）敷地の面積：1,645.35㎡ 

   ロ）用途地域及び地区の指定：商業地域 

防火地域（臥龍橋通り防火地域 路線式 奥行 11ｍ）、 

準防火地域 

重要文化的景観選定区域、岩国市景観計画岩国重点地区 

 （２）施設の条件 

   イ）対象施設の概要は、下表による。 

（仮称）観光交流センター 地上２階 延床面積 900㎡程度（建築面積 450㎡程度） 

※構造については設計業務の中で比較検討し決定するものとする。 
 

   

階数 対象施設 想定面積 想定機能 

１階 観光案内 

（インフォメーショ

ン、ショップ、休憩

コーナー、風除室

等） 

260㎡程度 ・施設案内 

・休憩機能 

トイレ 100㎡程度 ・男（小 12、大 5） 

・女（大 12 授乳室） 

・多目的トイレ（オストメイト対応） 

２階 事務室・管理諸室 220㎡程度 ・12人 ５人 程度 

多目的室 100㎡程度 ・30人 

倉庫 10㎡程度  

トイレ 30㎡程度 ・男（小 3 大 2） 

・女（大 2） 

通路等共用部 180㎡程度 ・廊下、階段 

 

 ロ）耐震安全性の分類 

   耐震安全性の分類は、耐震安全性の分類「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」

（平成 25年３月 29日付け国営計第 126号）に基づき、次による。 

   ①構 造 体：Ⅱ類 
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   ②建築非構造部材：Ｂ類 

   ③建 築 設 備：乙類 

ハ）建築物の類型：令和６年国土交通省告示第８号別添二第○号第○類 

ニ）難易度係数による補正（令和６年国土交通省告示第８号別添三） 

  ①総合（第３項）：☐補正しない ☐１．０８ ☐１．２９ 

  ②構造（第４項）：☐補正しない ☐１．０２ ☐１．１３ ☐１．２２ ☐２．１７ 

  ③設備（第５項）：☐補正しない ☐１．０９ ☐１．１８ ☐１．２１ 

   ホ）その他 

     ・設計条件の変更、設計条件を付すことがある。 

     ・設計に関する業務価格の算定は、『官庁施設の設計業務等積算基準と業務料の算定 

（令和６年版）』を適用とする。 

 

（３）建設の条件 

    予定工事費： 29,808 千円  

（４）設計条件の資料（貸与品等） 

 ☐基本計画書（☐紙媒体 ☐電子媒体（○○）） 

 ☐基本設計書（☐紙媒体 ☐電子媒体（○○）） 

 ☑対象施設に係る既存設計図書（☑紙媒体 ☑電子媒体） 

 ☐対象施設に係る地質調査資料（☐紙媒体 ☐電子媒体（○○）） 

 ☐対象施設の外壁点検調査業務報告書（☐紙媒体 ☐電子媒体（○○）） 

☐  

Ⅱ 業務仕様 

本特記仕様書に記載のない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」による。 

 １．設計業務の内容及び範囲 

（１）一般業務の範囲（令和６年国土交通省告示第８号別添一） 

イ）基本設計に関する標準業務 

  ☑総合 

  ☑構造 

   ☑電気設備 

  ☑機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等） 

    イ）における業務内容の項目（業務細分率）は、下表による。 
 

☑設計条件等の整理 

 

☑条件整理 

☑設計条件の変更等の場合の協議 

☑法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ 

 

☑法令上の諸条件の調査 

☑計画通知に係る関係機関との打合せ 

☑上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ 

☑基本設計方針の策定 

 

☑総合検討 

☑基本設計方針の策定及び発注者への説明 

☑基本設計図書の作成 

☑概算工事費の検討（令和８年 10月 15日まで） 
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☑基本設計内容の発注者への説明等 
  
  

ロ）実施設計に関する標準業務（工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設

計に関する標準業務は含まない。） 

  ☐総合 

  ☐構造 

   ☐電気設備 

  ☐機械設備（給排水衛生設備、空調換気設備及び昇降機等） 

    ロ）における業務内容の項目（業務細分率）は、下表による。 
 

☐要求等の確認 

 

☐発注者の要求等の確認 

☐設計条件の変更等の場合の協議 

☐法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ  

 

☐法令上の諸条件の調査 

☐計画通知に係る関係機関との打合

せ 

☐実施設計方針の策定 

 

 

☐総合検討 

☐実施設計のための基本事項の確定 

☐実施設計方針の策定及び発注者へ

の説明 

☐実施設計図書の作成 

 

☐実施設計図書の作成 

☐計画通知図書の作成 

☐概算工事費の検討（令和８年〇月〇日まで） 

☐実施設計内容の発注者への説明等 
   

 

  ☐杭等基礎形式検討委員会（発注者運営）に関する資料の作成、出席及び説明（監督職

員と協働） 

  ☐残土処理場（公共、民間［承諾済み］）の指定に係る確認 

① 成果品をとりまとめる時点で、監督職員に確認する。 

② 公共残土処理場については、処理場名、所在地、協定期間、受入単価、受入対象

地域を確認する。 

③ 承諾済みの民間残土処理場については、処理場名、所在地、許可期限、受入対象

地域を確認する。 

☐  

（２）追加業務の内容及び範囲 

 ☑建 築 積 算（積算数量算出書（積算数量調書含む。）の作成、単価作成資料の作成、

見積収集及び見積検討資料の作成） 

 ☑電気設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む。）の作成、単価作成資料の作成、

見積収集及び見積検討資料の作成） 

 ☑機械設備積算（積算数量算出書（積算数量調書含む。）の作成、単価作成資料の作成、

見積収集及び見積検討資料の作成） 

 ☐計画通知（建築基準関係規定（みなし規定を含む。）等に係る法令・条例に関する許認

可等を含む。）に関する手続及びこれに付随する詳細協議（関係機関との打合せ、申請

図書及び書類の作成、指摘事項への対応等は一般業務に含まれる。手数料の納付は含ま
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ない。） 

 ☐建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第１２

条第２項の通知に関する手続 

  ①建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続において計画する設備機器は、「建築材

料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿」等に掲載のあるすべてのメ

ーカーの省エネ性能を比較したものを一覧表にまとめる。 

  ②建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続における設備機器は、①における一覧表

の最も省エネ性能が低い値であるものとし、当該値を設計図面等に図示する。 

 ☐市町指導要綱による中高層建築物の届出書の作成及び申請に関する手続等（電波障害予

想図等添付図面の作成、標識看板の作成及び設置を含む。手数料の納付は含まない。） 

 ☐景観法（平成１６年法律第１１０号）及び市町景観条例等による届出書の作成及び申請

に関する手続等（添付図面の作成を含む。） 

 ☐風致地区内における建築物等の新築等を行う場合の申請書の作成及び申請に関する手続

等（添付図面等の作成を含む。） 

 ☑概略工事工程表の作成 

 ☐既存の建築物の設計図書（建築物の建築工事の実施のために必要な図面（現寸図その他

これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。）が現存しない場合における改修工事等

の設計に必要な設計図書の復元に係る業務 

 ☐仮設建築物の設計業務（リース業務（実施設計、工事）を発注するための図面の作成） 

  作成図面は、付近見取図、配置図、業務仕様書、平面図、立面図、平面詳細図、移設備

品一覧、電気及び機械設備仕様書、その他必要と認められる図面とする。 

 ☑コスト縮減検討中間報告書の作成（下記事項を総括）［基本設計時］ 

①コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項 

②今後の実施設計において具体的に検討の上で採否を決めるべき事項（営繕事業におけ

る共通検討課題を含む。） 

 ☐コスト縮減検討報告書の作成（下記事項を総括）［実施設計時］ 

①コスト縮減検討中間報告書に記載した事項の、実施設計段階での検討結果（コスト縮

減提案の最終賛否） 

 ☑透視図作成 

  種類○○、判の大きさ○○、○面、カラー印刷、○○部（額入り） 

 ☐模型製作 

  ☐検討用（スタイロ、Ａ１サイズ程度）○組 

  ☐設計スタディ（スチレンボード、Ａ１サイズ程度）○組 

☐平坦な敷地、単純な建物形状、延べ面積４,０００～６,０００㎡程度（完成（周辺と

も）、着色、１/５００程度、Ａ１サイズ程度、アクリルケース付き）○組 

☐平坦な敷地、単純な建物形状、延べ面積４,０００～６,０００㎡程度（完成（建物）、

着色、１/３００程度、Ａ１サイズ程度、アクリルケース付き）○組 

 ☐当事者参画の実施（ワークショップ等の企画、準備、出席） 

 ☐アスベスト含有建材有無に関する事前調査（書面・現地）に係る元請経費（実施設計業

務の受注者（管理技術者）に係る費用） 
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☑検査等の協力対応 

 

（３）特別経費 

 ☑公共建築設計者情報システム（ＰＵＢＤＩＳ）の業務カルテ登録料 

 ☑営繕積算システム（ＲＩＢＣ２）の内訳書作成システム使用料 

 ☐情報共有システムに要する費用 

 ☐計画通知に関する手数料 

計画通知の手続において、審査機関は受注者において決定するものとし、手数料は原

則として精算しない。ただし、手続の過程において手数料に変更が生じた場合は監督

職員と協議するものとし、受注者の責に帰すべき事由により再通知や変更の通知が生

じた場合の手数料については、受注者の負担とする。 

 ☐構造計算適合性判定申請手数料 

構造計算適合性判定の手続において、判定機関は受注者において決定するものとし、手

数料は原則として精算しない。ただし、構造上の棟数等の変更が生じた場合は、判定機

関が発行する「判定受理書（受付書）」等をもって、当該判定手数料が確定した時点で

業務委託料を変更するものとする。 

 ☐建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 

建築物エネルギー消費性能適合性判定の手続において、判定機関は受注者において決定

するものとし、手数料は原則として精算しない。ただし、手続の過程において手数料に

変更が生じた場合は監督職員と協議するものとし、受注者の責に帰すべき事由により判

定の再通知や変更の通知が生じた場合の手数料については、受注者の負担とする。 

 ☐アスベスト含有建材有無に関する事前調査（書面・現地）に要する費用 

    ①施設名称等 

・対象施設、建設年度、既存図面の有無は、「Ⅰ 業務概要」「４．設計条件」参照 

・調査の範囲：別添図面（着色範囲）のとおり 

    ②事前調査の内容 

a.書面調査 

・設計図、竣工図、改修工事図面等（以下「関係図面」という。）からアスベスト

含有建材と想定される仕上げ材等を列挙する。 

・列挙した仕上げ材等について、「石綿（アスベスト）含有建材データベース」 

（国土交通省，経済産業省）、関係団体や建材メーカーのホームページ等の資料

において調査し、アスベスト含有の有無（含有，非含有，含有不明）を判定する。 

     b.現地調査 

      ・関係図面と異なる箇所がないかを、目視により建築材料に印字された製品名や製

品番号等を確認する等、部屋ごとに床、壁、天井等を調査する。 

    ③事前調査の実施 

・調査に必要な資機材等は、調査者が準備する。 

・調査日時は、管理技術者との協議による。 

・調査者は、次に掲げるいずれかの資格を有する者とする。 

      一般建築物石綿含有建材調査者，特定建築物石綿含有建材調査者，令和５年９月３
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０日までに（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者 

     ・アスベスト含有の有無の判定は、調査者の知見に基づくものとする。 

    ④成果品 

報告書の内容は、別紙「アスベスト含有建材有無に関する事前調査（書面・現地）

仕様書」を参照のこと。 

 ☐アスベスト含有建材有無に関する事前調査（分析）に要する費用 

①分析調査の内容 

a.試料採取 

          ・現地に赴いて試料採取を行う。 

          ・採取場所ごとに１試料（異なる面等の計３か所）採取する。 

          ・採取は、仕上げ材（仕上げ塗材や下地調整材を含む。）とする。 

b.試料採取後の現状復旧 

       ・現状復旧は、調査者が行う。復旧方法は、管理技術者との協議による。 

・吹付け材の現状復旧は、採取箇所からの飛散防止のための措置（硬化剤の吹き付け

等）を行う。 

     c.分析調査 

・分析調査は、原則として「定性分析」とし、必要に応じ「定量分析」を行う。 

・試料採取を含む。 

      ・「定性分析」は、ＪＩＳ Ａ １４８１－１による。 

      ・「定量分析」は、ＪＩＳ Ａ １４８１－３～５による。 

      ・分析は、仕上げ材を構成する材料ごとに行う。 

②分析調査の実施 

     ・調査に必要な資機材等は、調査者が準備する。 

・試料採取について 

・採取日時は、管理技術者との協議による。 

・採取時は、施設利用者の安全及び仕上げ材の飛散防止に注意する。 

・調査者は、次に掲げるいずれかの資格を有する者とする。 

      一般建築物石綿含有建材調査者，特定建築物石綿含有建材調査者，令和５年９月３

０日までに（一社）日本アスベスト調査診断協会に登録された者 

     ・アスベスト含有の有無の判定は、調査者の知見に基づくものとする。 

     ・調査結果の一次報告［電子メール等］ 

      調査結果が分かり次第、管理技術者が監督職員に一次報告（速報）を行う。 

    ③成果品 

     ・報告書は任意様式とする。 

     ・仕上げ材を構成する材料ごとに、アスベスト含有の有無、含有するアスベストの 

種類、簡易含有率等を記載する。 

     ・資料として、試料採取位置図、試料採取時の写真等を添付する。 

 ☐シーリング材のＰＣＢ含有に係る一次（材種）判定に要する費用 

 ☐シーリング材のＰＣＢ含有に係る二次（含有量）判定に要する費用 

 ☐対象施設の外壁等打診調査に要する費用（報告書作成を含む。） 
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  イ）モルタル塗り仕上げ、コンクリート打放し仕上げ、タイル張り仕上げの外壁等（軒、

庇を含む。以下同じ。）の打診調査 

  ロ）イ）以外の外部における落下の危険性に関する目視調査（例：室外機や樋等） 

  ハ）打診調査は足場等を設置せずに調査可能な範囲で行い、施工数量は打診調査結果か

ら建物全体の想定施工数量を類推し、改修工法ごとに施工数量を集計する。 

  ニ）打診調査の結果（施工数量の集計を含む。）、打診調査結果に基づく外壁等の改修

の必要性に関する所見及び改修工法の提案、打診調査結果に基づく外壁等以外の外部

改修の必要性に関する所見及び改修方工法の提案等を総括した報告書を作成する。 

  ホ）打診調査は、（公社）ロングライフビル推進協会（ＢＥＬＣＡ）による建築仕上診

断技術者が実施する。 

☐スクリューウエイト貫入試験に要する費用（報告書作成費を含む。） 

試験方法は、ＪＩＳ Ａ １２２１による。○○ｍ×○箇所 

☐  

 ２．業務の実施 

（１）一般事項 

   イ）基本設計業務は、提示された設計条件及び適用基準等に基づき行う。 

   ロ）実施設計業務は、提示された設計条件、基本設計図書及び適用基準に基づき行う。 

   ハ）積算業務は、監督職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準に基づき行う。 

   ニ）設計に当たっては、工事現場の生産性向上（省人化及び工事日数短縮）に配慮する。 

   ホ）「建設工事公衆災害防止対策要綱」（国土交通省）に基づき、現場の施工条件を十分に

調査した上で、施工時における公衆災害の発生防止に努めるとともに、施工時に留意す

べき事項がある場合には、成果物に明示する。 

   ヘ）「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」（全国営繕主管課長

会議）を踏まえ、手戻り防止のための設計業務のプロセス管理に努めるものとする。 

（２）適用基準等 

   本業務は次に掲げる技術基準等を適用する。受注者は、業務の対象である施設の設計内

容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。 

   なお、技術基準等の適用において、特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が

制定又は監修したものとする。また、適用基準等は最新版のものとする。 

  イ）共  通 

 ☑官庁施設の基本的性能基準 

  ☑官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 

  ☐官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

 ☐木造計画・設計基準 

  ☐木造計画・設計基準の資料 

 ☑官庁施設の環境保全性基準 

 ☑官庁施設の防犯に関する基準 

  ☑山口県福祉のまちづくり条例設計マニュアル［改訂版］（山口県）） 

 ☑公共建築工事積算基準 

 ☑公共建築工事共通費積算基準 
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 ☑公共建築工事標準単価積算基準 

 ☑山口県建築工事積算要領（山口県土木建築部建築指導課） 

 ☑山口県電気設備工事積算要領（山口県土木建築部建築指導課） 

 ☑山口県機械設備工事積算要領（山口県土木建築部建築指導課） 

 ☐建築物解体工事共通仕様書（最新版） 

  ☐  

  ロ）建  築 

  ☑建築工事設計図書作成基準 

  ☑建築工事設計図書作成基準の資料 

  ☑敷地調査共通仕様書 

  ☑公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 

  ☐公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 

  ☐公共建築木造工事標準仕様書 

  ☑建築設計基準 

  ☑建築設計基準の資料 

  ☑建築構造設計基準 

  ☑建築構造設計基準の資料 

  ☑建築工事標準詳細図 

  ☑構内舗装・排水設計基準 

  ☑構内舗装・排水設計基準の資料 

☐  

  ハ）建築積算 

  ☑公共建築数量積算基準 

  ☑公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編） 

  ☑公共建築工事見積標準書式（建築工事編） 

    ☐  

 ニ）設  備 

  ☑建築設備計画基準 

  ☑建築設備設計基準 

  ☑建築設備工事設計図書作成基準（最新版） 

  ☑公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 

  ☑公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 

  ☐公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 

  ☑公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

  ☑公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 

  ☐公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 

  ☐雨水利用・排水再利用設備計画基準 

  ☑建築設備耐震設計・施工指針（（一財）日本建築センター） 

  ☑建築設備設計計算書作成の手引（（一社）公共建築協会） 

  ☑高圧受電設備規程（（一社）日本電気協会） 
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  ☑建築設備設計計算書作成の手引（（一社）公共建築協会） 

  ☑公共施設用照明器具（（一社）日本照明工業会） 

☐  

  ホ）設備積算 

  ☑公共建築設備数量積算基準 

  ☑公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編） 

  ☑公共建築工事見積標準書式（設備工事編） 

☐  

（３）管理技術者 

   業務の実施に当たっては、次の資格要件を有する管理技術者を適切に配置した体制とし、     

管理技術者の資格要件は次による。なお、受注者が個人の場合にあってはその者、会社その

他法人である場合にあっては当該法人に所属する者を配置しなければならない。 

 ☑建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士 

 ☐建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士又は同法

第２条第３項に規定する二級建築士 

  ☐建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２項に規定する一級建築士又は同法

第２条第３項に規定する二級建築士若しくは同法第２条第５項に規定する建築設備士 

（４）照査者 

イ）照査の適用 

 ☐照査を適用する。 

ロ）照査技術者の資格要件及び照査内容 

 ☐管理技術者と同じ資格を有する者。 

 ☐照査内容（別紙に示す。） 

（５）建築設備に係る設計に関する意見の聴取（意見聴取の有無：☐有 ☐無） 

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第５項に規定する建築設備士の意見を聴

取し、同法第２０条第５項を適用する。 

（６）打合せ及び記録 

打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督職員に提出する。 

業務着手時，監督職員又は管理技術者が必要と認めた時 

（７）協力者（業務の一部を請け負わせた者）との契約 

イ）協力者との契約に当たっては、令和６年国土交通省告示第８号によって示された構造

及び設備の報酬基準を参考に、設計の品質を確保する上で必要な報酬額で契約するもの

とする。 

ロ）協力者と契約を締結した場合は速やかに契約書の写しを監督職員に提出する。 

（８）図面等の作成上の留意点 

   図面等の作成に当たっては、機密性の確保が求められる情報がわかる表記のあるものが

必要最小限となるよう（例えば、機密性の確保が求められ室の用途が特定される室名等を

表記しない。）、図面等の作成開始当初から留意する。また、機密性の確保が求められる情

報がわかる表記のある図面等については、監督職員の指示により、機密性の確保に支障を

きたす詳細等の情報を表記しない図面等も併せて作成する。 
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（９）成果物等の情報の適正な管理 

次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守の

上、成果物等（業務の成果物（未完成の成果物を含む。），その他業務の実施のため、作成

され、又は交付、貸与等されたもの等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子デー

タ等を含むものとする。）の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況につ

いて報告を求めることができる。また、措置が不十分であると認められる場合には、是正

を求めることができるものとする。 

  ①発注者の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提

供するなど（ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む。）しない。 

  ②業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲につい

て行う。 

  ③成果物等の情報の送信又は運搬においては、必要となる情報漏洩防止を図るため、パス

ワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。 

  ④貸与資料の情報については、業務の履行に必要な限り使用するものとし、監督職員に返

却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。 

  ⑤契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が

求められるものとなるので、特に取扱いに注意する。 

  ⑥①から⑤の規定は、契約終了後も対象とする。また、協力者等に対しても対象とする。 

（10）その他、業務の履行に係る条件等 

   イ）指定部分の範囲 

概算工事費の検討 

   ロ）指定部分の履行期限 

令和８年 10月 15日 

   ハ）成果物の提出場所 

岩国市建築住宅課 

   ニ）成果物の取扱い 

    ①提出されたＰＤＦデータについては、入札の資料として貸与、公開に利用することが

ある。 

    ②提出されたＣＡＤデータについては、当該施設に係る工事の受注者に貸与し、当該工

事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用する

ことがある。 

③成果物の内容について技術上適切であるか確認すること。 

   ホ）プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務の履行 

     受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、提案された履行体

制により当該業務を履行する。 

   ヘ）その他 

①本業務の「対象施設（部分）」が“工事請負契約書における契約不適合”の有無を確

認することとなった場合において、発注者が協力等を要請することがある。 
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 ３．成果図書 

（１）基本設計（戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書） 
 

設計の種類 成果図書（電子データ共） 

イ）説明書等 

  

 

☑重要事項説明書（建築士法） 

☑コスト縮減検討中間報告書 

☐ 

ロ）総  合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画説明書 

仕様概要書 

仕上概要表 

面積表及び求積図 

敷地案内図 

配置図 

平面図（各階） 

断面図 

立面図 

工事費概算書 

ハ）構 造 

 

 

 

構造計画説明書 

構造設計概要書 

工事費概算書 

各種技術資料 

ニ）設  備 

（電気設備） 

 

 

電気設備計画説明書 

電気設備設計概要書 

工事費概算書 

各種技術資料 

ホ）設  備 

（給排水衛生設備） 

 

 

給排水衛生設備計画説明書 

給排水衛生設備設計概要書 

工事費概算書 

各種技術資料 

ヘ）設  備 

（空調換気設備） 

 

 

空調換気設備計画説明書 

空調換気設備設計概要書 

工事費概算書 

各種技術資料 

ト）設  備 

  （昇降機等） 

 

 

昇降機等計画説明書 

昇降機等設計概要書 

工事費概算書 

各種技術資料 

チ）その他 

 

 

 

 

☐透視図 

☐模 型  

☐概略工事工程表 

☐施工に必要な実日数の根拠（週休２日工期算定用） 

☐  
 

（注）１．建築物の計画に応じ、作成されない図書がある場合がある。 

   ２．ロ）からト）までに掲げる成果図書に記載すべき事項をこれらの成果図書のうち他の成果図書に 

記載する場合がある。 

３． 「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめ 

る設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を 

いう。 

４．ハ）からト）に掲げる成果図書は、ロ）に掲げる成果図書に含まれる場合がある。 

５．「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。  

６．「計画説明書」には、設計主旨及び計画概要に関する記載を含む。 

７．「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。 
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８．成果図書について 

・概略工事工程表の作成に当たっては、「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」を 

もとに適正な工期を設定する。 

・成果図書の提出部数等については、監督職員との協議による。 

・電子データ等の提出は、「電子納品に関する手引き【営繕業務委託編】」又は「オンライン電子納 

品実施要領に準じる。 

（２）実施設計（戸建木造住宅以外の建築物に係る成果図書） 

   略 

（３）成果図書における設計図面の仕様等 （参考） 

・成果図書の提出部数等については、監督職員との協議による。 

イ）設計図面のデータ 

以下により、ＰＤＦデータ及び JW－CADにより作成したオリジナルデータを提出する。 

・ＰＤＦデータは、JW－CADをＰＤＦに変換したものとする。 

・ＰＤＦデータは、１枚当たり 0.2～0.3MB 程度とし、原則全て結合する。ただし、結

合したデータが 10MBを超える場合は、10MB未満となるよう分割する。 

・画像データの貼り付け等により解像度を上げる必要がある場合で、ＰＤＦデータが１

枚当たり１MBを超える場合は監督職員と協議すること。 

ロ）設計図面の大きさ：Ａ２判（又はＡ１判） 

ハ）設計図面の様式は次による。 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施設計図 

工事名、年度、建築士登録番号、変

更回数、完成検査年月日 等を記入 

※押印省略 


